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　令和3年度の須恵町の医療費で占める疾病の割合を分
析した結果、国民健康保険では「糖尿病」、後期高齢者医療
では「慢性腎臓病（透析あり）」がそれぞれ一番多いことが
分かりました。（表❶）
　さらに、人工透析で治療している町民の割合は、国民健
康保険では40代から、後期高齢者医療では65歳から74
歳までに発症する人が多いことが分かりました。（表❷）
　人工透析の原因疾患1位は「糖尿病性腎症」です。糖尿病
は、幅広い年齢層で発症し、さまざまな病態を起こす疾病
ですが、自覚症状が乏しいことから放置されていたり、あ
るいは治療を中断する人が多く見受けられます。その結
果、目や腎臓の細い血管などを傷つけ、糖尿病性網膜症や
糖尿病性腎症などの合併症を引き起こします。
　糖尿病や腎臓病は、初期症状がほとんどなく、発症した
ときには既に重症化していることがほとんどです。年に
一度特定健診を受診し、尿や血液検査をすることが早期
発見につながります。
　特定健診の結果、尿や血液検査に異常があり、糖尿病や
腎臓病が疑われる際は、専用の紹介状をお送りします。紹
介状と特定健診の結果を持参し、医療機関の受診をお願
いします。

早期発見・早期治療で、糖尿病の重症化を防ぎ、　　　　
健康寿命を延ばしましょう！

30代からの健診受診を習慣化しましょう！
　須恵町では30代の人を対象とした基本健診、40～74
歳の須恵町国民健康保険被保険者を対象とした特定健診
を受けることができます。
　詳細は須恵町ホームページまたは役場健康増進課まで
お問い合わせください。

◦ 集団検診
　日　　程：12月8日（木）・9日（金）
　申込期間：10月14日（金）～11月9日（水）
　会　　場：役場保健センター
　予　　約：Webまたは電話での予約

◦ 電話予約
　検診予約センター　 フリー

コール 	0120-951-317　受付時間　9時～17時（土日祝日を除く）
（無料）

特定健診を受けて糖尿病性腎臓病を防ぎましょう！

問健康増進課　☎ 687-1530　☎ 932-1151（内線164）

STOP 重症化！

国保医療費（％）

大腸がん
不整脈
骨折

慢性腎臓病（透析あり）
うつ病
高血圧症
肺がん

統合失調症
関節疾患
糖尿病

0 1 2 3 4 5 6

後期高齢者医療費（％）

狭心症
統合失調症
骨粗しょう症

脳梗塞
高血圧症
糖尿病
不整脈
関節疾患

骨折
慢性腎臓病（透析あり）

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

表❶　医療費に占める疾病（国保・後期）

�KDBシステム　帳票名：医療費分析（2）大、中、小分類�
（国保、後期高齢者）（令和3年度累計）より

人工透析をしている町民の割合

45～74歳

男性 女性

後期 国保国保

｢後期高齢者｣とは75歳以上（一定の障害がある人は65歳以上）

後期

65～74歳 65～74歳 75歳以上 45～74歳 65～74歳 65～74歳 75歳以上

1.1％ 3.1％ 1.7％ 0.8％1.5％0.0％ 0.0％ 0.0％

表❷

��KDBシステム　帳票ID : 厚生労働省（様式3-1）生活習慣病
全体のレセプト分析（令和4年5月）より

スマホから パソコンから

須恵町検診予約

URL：https://fp-localg.jp/sue-town/

◦ Web予約はこちらから
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定期予防接種対象者
　小学6年生～高校1年生相当の女子

キャッチアップ接種について
　子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した人に対して公平な接種	
機会を確保する観点から、対象年齢を超えて接種を行うことを キャッチアップ接種といいます。

▼ キャッチアップ期間
　令和4年4月1日～令和7年3月31日の3年間、無料で接種を受けることができます。

▼ 対象者
　平成9年4月2日～平成18年4月1日生まれまでの女子
　※下記の期間に生まれた人は特別なキャッチアップ接種期間があります。
　平成18年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた女子
　令和4年度：通常の定期接種期間
　令和5年度：キャッチアップ接種期間
　令和6年度：キャッチアップ接種期間（令和7年3月31日まで接種可能）
　平成19年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子
　令和4年度：通常の定期接種期間
　令和5年度：通常の定期接種期間
　令和6年度：キャッチアップ接種期間（令和7年3月31日まで接種可能）

実施医療機関（町内）

医療機関名 電話番号
きよいファミリー内科 ☎ 957-6777
正信会　水戸病院 ☎ 935-3755
貫内科 ☎ 933-5111
須恵町ゆうろう内科クリニック ☎ 410-2334
　※事前に病院に電話をして、予約や確認を行なってください。
　※予防接種を受けるときは、母子手帳を必ず持っていきましょう。
　※	須恵町の医療機関には予診票があります。須恵町以外の医療機関へ接種に行かれる際は、予診票を
お渡ししますので、役場健康増進課にお越しください。

子宮頸がん予防ワクチンの任意接種費用の払い戻しについて
　子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した人が、定期接種の
年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種した場合の払い戻しを行います。

▼ 申請手続き
　❶申請書（様式第1号）
　❷接種費用の支払いを証明する書類（領収書および明細書、支払証明書など）
　❸接種記録が確認できる書類（母子手帳「予防接種の記録」欄の写しなど）
　❹ヒトパピローマウイルス感染症にかかる任意接種償還払い申請用証明書（様式第2号）

子宮頸がん予防（HPV）ワクチン接種のお知らせ

問健康増進課　☎ 687-1530（ダイヤルイン）　☎ 932-1151（内線168）

様式のダウンロードはこちらから	→

下記の❶～❹を役場健康増進課に郵送または持参してください。
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